
今月号の主な内容
■ 広報たかぎ

　・平成19年度決算  ……………２～５面

　・北部火葬場基本構想  ………………６面

　・国民年金保険料免除制度  …………７面

　・わかりやすい裁判員制度  …………８面

■ 健康アップＰＰＫ  ……………１０面

■ 保育園だより  …………………１１面

■ 椋記念館・図書館だより  ……１２面

■ 学校だより　第２小学校  ……１３面

■ 交流センター便り  ……………１４面

■ 社協だより ひなたぼっこ  …１５面

■ くりんネットたかぎ  …………１６面

１１
November

学校田の稲刈り作業学校田の稲刈り作業
春から大切に育てて来た稲が実り、春から大切に育てて来た稲が実り、

５年生全員で稲刈り作業を行ないました。（第一小学校）５年生全員で稲刈り作業を行ないました。（第一小学校）

2008
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関
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記
事
・
五
面
）

次世代ネットワーク事業次世代ネットワーク事業

役場庁舎耐震改修役場庁舎耐震改修

平成１９年度　一般会計・特別会計　歳入歳出決算
単位：円

歳　　　出歳　　　入
会計名

前年比平成１８年度平成１９年度前年比平成１８年度平成１９年度

122%3,161,429,8543,868,383,708119%3,416,865,3054,076,707,115・一般会計

【特別会計】

99%541,302,962537,799,11899%592,037,051585,115,545・国民健康保険特別会計

102%813,082,718831,573,568102%814,004,159833,003,411・老人保健医療事業特別会計

102%534,095,072545,645,318101%556,235,820564,231,044・介護保険特別会計

188%188,663,485354,041,704180%201,405,949362,213,693・村営水道特別会計

93%244,699,796226,420,61990%258,198,874231,696,877・下水道特別会計

94%67,335,30363,431,31589%75,008,78866,968,369・農業集落排水特別会計

107%2,389,179,3362,558,911,642106%2,496,890,6412,643,228,939特別会計合計

116%5,550,609,1906,427,295,350114%5,913,755,9466,719,936,054一般会計・特別会計合計
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平成１９年度　特徴的な事業の決算額

○生活・産業基盤の充実 ・次世代ネットワーク整備事業 5億2,846万円

 ・携帯電話鉄塔整備事業 967万円

 ・中山間地域総合整備事業 1,909万円

 ・臨時交付金事業（村道７号線改良） 3,161万円

 　　　　　　　　　　　【Ｈ１８繰越分 8,500万円】

 ・広域基幹林道（大島－氏乗） 660万円

○地域づくりの支援 ・むらづくり推進経費（自治振興交付金） 943万円

 ・地域活性化事業（農政関係） 273万円

○人口増加対策 ・宅地造成事業（中原第２住宅団地） 6,778万円

 ・住宅新築祝い金 750万円

○安心できる福祉・保健 ・福祉灯油券支給事業 58万円

 ・児童・生徒医療費（村単） 686万円

 ・移送支援事業 889万円

 ・第３子出産祝い金（児童福祉） 351万円

○防災対策の充実 ・庁舎耐震改修経費 9,504万円

○環境対策 ・新エネルギービジョン策定事業 454万円
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大鹿村松川町高森町豊丘村喬木村項　　　　目

1,259人14,219人13,432人7,068人6,917人人　　 口（Ｈ２０．３．３１住民基本台帳）

550世帯4,419世帯4,083世帯2,014世帯2,142世帯世 帯 数 （　 　 〃　 　 ）

248.35�72.90�45.26�76.85�66.62�面　 　 積

5人195人297人92人104人人 口 密 度

50.5％26.8％26.0％28.9％29.6％６５歳以上の人口割合（Ｈ２０．４．１現在）

162万円37万円36万円45万円56万円１ 人 当 りＨ１９年度
普通会計歳出決算額 20億4,028万円52億596万円48億6,189万円31億7,040万円38億6,838万円決 算 総 額

49.4％38.8％34.5％42.6％39.3％普通会計収入額に占める、地方交付税の割合

12億620万円38億640万円33億9,799万円22億4,205万円22億1,399万円標 準 財 政 規 模財
政
指
標

0.2040.3840.4370.3120.260財 政 力 指 数

78.4％83.6％83.3％76.1％78.5％経 常 収 支 比 率

144万円23万円6万円29万円37万円１ 人 当 り普通会計の基金
（積立金）残高 18億1,606万円32億8,829万円7億9,702万円20億7,358万円25億8,193万円積立金総額

205万円42万円52万円52万円42万円１ 人 当 り普通会計の借金
（地方債）残高 25億8,383万円59億4,956万円70億1,770万円36億6,715万円29億1,836万円借 金 総 額

42人170人142人88人92人総 人 数
職員数 

（特別会計・企業会計を含み、 
嘱託等臨時職員を含む）

40人105人95人66人55人うち、正規職員

33.4人12.0人10.6人12.5人13.3人人口千人当り

各指標の「住民一人あたり」数値は、H20．3．31住民基本台帳人口を用いた

■各種財政指標を説明

 標準財政規模 数値が高いほど標準的な一般財源の規模が大きい

　普通会計のうち、標準的な一般財源（「町村税」＋「地方譲与税等」＋「普通交付税」）の規模を示すもので、毎
年経常的に収入が見込まれる標準的収入額　　★県内町村平均；　26億7，870万円　（平成18年度決算数値）

 財 政 力 指 数 数値が高いほど財政力が強い

　自治体の財政基盤の強弱を示す数値で、標準的な行政運営に必要な財源を
どれくらい自力で調達できるかを表すものです。この数値が「１」に近いほ
ど、町村の行政運営を町村税で賄えているということで、反対にこの数値が
低いほど地方交付税に依存していることとなります。

　★県内町村平均；　0.349　 ／ 長野県市町村平均；　0.406　

（平成18年度決算数値）

 経常収支比率 数値が高いほど財政構造が硬直化している

　　経常一般財源（毎年連続して経常的に入ってくる財源の中で、町村税や
交付税などその使途が特定されず自由に使える財源）総額のうち、経常経費
（人件費、扶助費、公債費など義務的性格の経常経費）に充当された部分の
割合を示します。自治体の財政運営の弾力性を測る指標です。

　★県内町村平均；　81.7％　 ／ 長野県市町村平均；　82.5％　

（平成18年度決算数値）
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地方公共団体の財政健全化法とは!!
　国は、現行の地方財政再建促進特別措置法では、一般会計の赤字を対象にした指標があるだけで、公営企

業会計や観光事業会計などに膨大な赤字を抱えている県や市町村等の地方公共団体の財政悪化を早期発見で

きない構造的欠陥があることから、制度自体を抜本的に見直すこととなり、平成19年6月に「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）」を公布しました。

　この法律は、財政の悪化状況を見極める四つの健全化判断指標を導入して自治体の財政状況を全体的に把

握し、これまで対象にしてこなかった国民健康保険をはじめとする事業会計や上下水道事業等の公営企業会

計、更には第三セクターの不良債務などもチェック対象とするなど、自治体財政への監視基準を強化するこ

とで、財政危機の早期発見と健全化を促し、財政悪化による住民生活への影響を最小限に止めることを狙っ

ています。

　地方公共団体は平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられましたので、下伊那

北部5町村の健全化指標を公開します。

大鹿村松川町高森町豊丘村喬木村財政健全化の指標

―――――（ Ａ ）実 質 赤 字 比 率

―――――（ Ｂ ）連結実質赤字比率

21.8%17.9%14.7%12.6%12.0%（ Ｃ ）実 質 公 債 費 比 率

▲41.6％▲87.7％162.5%94.5%44.0%（ Ｄ ）将 来 負 担 比 率

（該当しない場合は「－」にて表示）

■財政健全化比率（4指標）の説明

 実 質 赤 字 比 率（Ａ） ：【早期健全化基準（イエローカード）15％、財政再生基準（レッドカード）20％】

　一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、一般会計等の決算額が、黒字の場合はマイ

ナス比率となり、赤字比率は「該当なし」となります。

 連結実質赤字比率（Ｂ）：【早期健全化基準（イエローカード）20％、財政再生基準（レッドカード）40％】

　一般会計や国民健康保険等の事業会計、上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等全ての会計

を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率で、全会計等の決算額が、黒字の場合はマイナス比率となり、

赤字比率は「該当なし」となります。

実質公債費比率（Ｃ） ：【早期健全化基準（イエローカード）25％、財政再生基準（レッドカード）35％】

　標準財政規模に対して、一般会計や上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等全ての会計が負

担する実質的な公債費（元利償還金）がどれくらいの比率であるかを表し、この数値が高いほど公債費（借金返

済金）の割合が高く、財政を圧迫していることとなります。

将 来 負 担 比 率（Ｄ） ：【早期健全化基準（イエローカード）350％】

　一般会計等が、将来負担すべき実質的な負債（上下水道等の公営企業会計並びに第三セクターへの負担等を含

む）の標準財政規模（補正値）に対する比率で、将来負担額より基金（貯金）等充当可能な財源が多いと、この

比率はマイナス表示となります。
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北北北北北北北北北北部部部部部部部部部部地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区火火火火火火火火火火葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬場場場場場場場場場場設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置にににににににににに係係係係係係係係係係るるるるるるるるるる基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本構構構構構構構構構構想想想想想想想想想想ががががががががががままままままままままととととととととととままままままままままりりりりりりりりりりままままままままままししししししししししたたたたたたたたたた。。。。。。。。。。北部地区火葬場設置に係る基本構想がまとまりました。
火火火火火火火火火火葬葬葬葬葬葬葬葬葬葬場場場場場場場場場場のののののののののの候候候候候候候候候候補補補補補補補補補補地地地地地地地地地地にににににににににに関関関関関関関関関関すすすすすすすすすするるるるるるるるるる情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報提提提提提提提提提提供供供供供供供供供供ををををををををををおおおおおおおおおお願願願願願願願願願願いいいいいいいいいいししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす。。。。。。。。。。火葬場の候補地に関する情報提供をお願いします。

　北部地区５町村（松川町、高森町、喬木村、豊丘村、大鹿村）では、火葬場がないことから、５町村で

の共同設置について検討を進めてまいりましたが、この度、火葬場設置に係る基本構想がまとまりました

のでお知らせします。

【基本構想の概要】

内　　　　　　　　　　容項　　目

3，300㎡以上敷 地 面 積

２基（動物炉等は設置いたしません。）

＊将来の死亡者数を推計し、必要な火葬炉数を算出しました。
計 画 炉 数

臭気除去や無煙化などの環境対策に万全を期した火葬設備を導入します。環境への配慮

スケジュール

（予定）

内　　　　　　　　　　容項　　目

次の基準を参考に候補地（建設用地）に関する情報を御提供ください。

【基　準】

①交通条件

　遠隔地からの距離、主要道路からのアクセスに優れた場所が適地です。

②近隣火葬場とのバランス

　広域的見地から近隣火葬場（飯田市・駒ヶ根市）と均衡のとれた位置が適地です。

③住民の理解が得られやすい場所

　近隣住民の理解が得られやすい場所が適地です。

④敷地面積

　３，３００㎡以上の敷地が必要です。

⑤災害を受けにくい場所

　大規模災害時に重要な施設であるため、災害の影響を受けにくい位置が適地です。

⑥経済性

　建設費用（用地取得費、平地確保のための造成、取付道路費等）が実現可能であることが

必要です。

提 供 内 容

平成20年12月15日（月）まで提 供 期 間

喬木村役場　建設課　住宅林務環境担当　電話 33－5126　FAX 33－4511問 合 せ 先

【候補地に関する情報提供のお願い】

　今後は、火葬場を設置するための候補地（建設用地）の選定作業を進めてまいりますが、住民の皆様に

おかれましては、候補地に関する情報提供に御協力をお願いいたします。

※情報提供用の記入用紙は役場にあります。
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国民年金保険料の納付が困難な場合は

「保険料の免除制度」があります
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　自営業の方など第１号被保険者は、個別に国民年金保険料を納める必要があります。しかし、所得

が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合もあります。そんなときは、ご本人の申請

手続きによって、保険料の納付が「免除」、「一部納付（一部免除）」、または「猶予」される制度があ

ります。

　免除制度は次の３種類です。申請手続きは役場住民課国民年金担当窓口で行っています。

納付が困難なときは

保険料免除制度

　経済的な理由などで、保険料

を納めるのが難しいときに利用

できる制度で、申請が承認され

ると保険料納付の全額または一

部（４分の３，２分の１，４分の１）

が免除されます。

　保険料免除は、本人と配偶者、

世帯主の前年所得が一定額以下

であれば承認されます。

学生の方は

学生納付特例制度

　本人が学生であるときに限っ

て利用できる制度で、申請が承

認されると保険料の全額につい

て納付が猶予されます。

　学生納付特例は、本人の前年

所得が一定額以下であれば、配

偶者や世帯主の前年所得にかか

わらず承認されます。

３０歳未満の方は

若年者納付猶予制度

　本人が３０歳未満であるときに

限って利用できる制度で、申請

が承認されると保険料の全額に

ついて納付が猶予されます。

　納付猶予は、本人と配偶者の

前年所得が一定額以下であれば、

世帯主の前年所得にかかわらず

承認されます。

「納付」と免除・猶予と未納の違いは？

※１‥‥年金を受けるためには一定期間（老齢基礎年金を受けるためには２５年以上）が必要です。

※２‥‥一部納付とは、４分の１納付、半額納付、４分の３納付の場合です。

○ ○

○ △

○ ×

△ ×

○ ×

× ×

未納
若年猶予
学生特例

一部納付　※２
全額免除納付

未納納付

入りません入ります入りません入ります入ります入ります
受給資格
期　　間
※１

老
齢
基
礎
年
金

されませんされませんされません
一　　部
されます

３分の１
されます

されます
年金額に
計　　算
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10月の村税等
口座振替日納期限

10月27日

◎口座振替の方は
預金の残高確認
をお願いします。

10月31日

村 県 民 税
（第３期）
国 保 税
（第７期）

介 護 保 険 料

後期高齢保険料

保 育 料

上 下 水 道 料

　

月
の
結
婚
相
談
日

１１
○
日　

時

　

十
一
月
八
日　

土
曜
日

○
時　

間

　

午
後
七
時
三
〇
分
〜
午
後
九
時

○
場　

所

　

喬
木
村
役
場
二
階
会
議
室

※
相
談
日
に
関
わ
ら
ず
、
随
時
左

記
に
て
結
婚
に
つ
い
て
の
ご
相

談
を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
せ

　

喬
木
村
役
場　

住
民
課
福
祉
係

　

担
当：

小　

原

　

電
話：

　

－

５
１
２
３

３３

松
く
い
虫
伐
倒
く
ん
蒸

処
理
に
つ
い
て
の
お
願
い

　

松
く
い
虫
被
害
の
予
防
と
防
除

を
目
的
と
し
た
、
伐
倒
駆
除
を
十

一
月
半
ば
か
ら
来
年
一
月
末
日
ま

で
の
予
定
で
実
施
し
ま
す
。

　

松
く
い
虫
は
法
定
病
害
虫
の
た

め
、
地
権
者
や
隣
接
者
等
の
承
諾

な
し
に
土
地
に
立
ち
入
り
処
理
を

し
て
お
り
ま
す
。
被
害
の
撲
滅
と

松
の
緑
を
守
る
た
め
、
ご
理
解
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

�　
－

５
１
２
８

３３

　

役
場　

建
設
課

　

住
宅
林
務
環
境
担
当

署
団
合
同
消
防
演
習
が

行
わ
れ
ま
す

　

消
防
署
・
消
防
団
・
関
係
団
体
に

よ
る
合
同
消
防
演
習
が
、
喬
木
悠

生
寮
を
会
場
に
行
わ
れ
ま
す
。消
防

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
は
し
ご
車
な
ど

も
訓
練
に
参
加
し
ま
す
。
見
学
も

可
能
で
す
の
で
、多
く
の
皆
さ
ん
の

お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

○
日　

時

　

十
一
月
八
日
�　

午
前
十
時
か
ら

○
場　

所　

喬
木
悠
生
寮 

○
内　

容

　

飯
田
広
域
消
防
・
喬
木
村
消
防

団
・
航
空
隊
な
ど
に
よ
る
消
防
訓
練

※
見
学
者
の
駐
車
場
は
、
伊
久
間

原
・
縄
文
の
丘
フ
ル
ー
ツ
パ
ー
ク

駐
車
場
と
な
り
ま
す
。

『火のしまつ  君がしなくて  誰がする』
11月9日（日）から秋の火災予防運動が始まります

　これから火災が発生しやすい気候となる時季を迎えます。

　皆様に防火に対する意識を一層高めていただき、火災の発生

を防止することにより、尊い生命や財産の損失を防ぐことを目

的として、秋の全国火災予防運動が行われます。

　一人ひとりが火災の予防に努めて、火災のない安全で安心し

て暮らせるまちづくりをしましょう。

３つの習慣

　○寝たばこは絶対やめる。

　○ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

　○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。

　○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品

を使用する。

　○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置す

る。

　○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力

体制をつくる。

いのちを守る7つのポイント
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飯
田
技
術
専
門
校

平
成　

年
度
訓
練
生
募
集

２１

詳
し
く
は
、
飯
田
技
術
専
門
校
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�　

－

1
0
6
7

22

木造建築科（修学期間１年）自動車整備科（修学期間２年）募 集 科 名

10名程度10名程度募 集 定 員

平成21年３月高校卒業見込みの者、高

校卒業者又は同等以上の者（高等学校卒

業者以上の年齢であれば応募可能）

平成21年３月高校卒業見込みの者、高

校卒業者又は同等以上の者（高等学校卒

業程度認定試験合格者）

応 募 資 格

①入校願（指定様式）　②平成21年３月高校卒業見込みの者は、調査書、そ

の他の者は高校卒業証明書等　③宛名を記入した返信用官製はがき
提 出 書 類

○職業適性検査　○面接　○学科試験（国語Ⅰ・数学Ⅰ）選 考 方 法

長野県収入証紙　2,200円入 学 審 査 料

平成20年11月４日（火）～平成20年11月18日（火）募 集 期 間

平成20年12月１日（月）選 考 日

平成20年12月８日（月）合 格 発 表

勤
労
感
謝
の
日
に
向
け
た

「
労
働
ト
ラ
ブ
ル
一
一
〇
番
」

〜
未
払
い
賃
金
・
サ
ー
ビ
ス

残
業
を
許
す
な
〜

○
日　

時

　

十
一
月
六
日
�

　

午
後
五
時
〜
午
後
八
時　

及
び

　

十
一
月
十
三
日
�

　

午
後
五
時
〜
午
後
八
時

○
実
施
方
法

　

電
話
に
よ
る
相
談

　

（
相
談
料
無
料
、
予
約
不
要
）

○
専
用
電
話
番
号

　

�
0
2
6－

2
3
2－

7
4
9
9

○
相
談
員

　

労
働
問
題
に
詳
し
い
県
内
の
司

法
書
士

○
相
談
例

　

・
時
間
外
手
当
を
支
払
っ
て
も

ら
え
な
い
。

　

・
賃
金
が
三
ヶ
月
も
支
払
わ
れ

て
い
な
い
。

○
主　

催

　

長
野
県
司
法
書
士
会

　

長
野
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
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������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
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������������������������
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自
衛
官
を

募
集
し
て
い
ま
す

○
自
衛
隊
で
は
、
陸
上
・
海
上
・

航
空
自
衛
隊
に
勤
務
す
る
自
衛

官
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
募
集
種
目
】

二
等
陸
・
海
・
空
士
（
男
子
）

　

陸
上
自
衛
隊
は
二
年
（
一
部
の

技
術
系
は
三
年
）、
海
上
及
び
航

空
自
衛
隊
は
三
年
を
一
任
期
と
し

て
勤
務
す
る
自
衛
官
の
コ
ー
ス
。
任

期
満
了
後
、
陸
上
自
衛
隊
は
二
年

ご
と
、
海
上
及
び
航
空
自
衛
隊
は

三
年
ご
と
に
継
続
任
用
の
道
が
あ

り
、
さ
ら
に
本
人
の
努
力
次
第
で

選
抜
試
験
に
合
格
す
れ
ば
、
曹
や

幹
部
へ
進
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

【
受
験
資
格
】

十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
者

【
受
付
期
間
】

年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
い
ま
す
。

○
自
衛
官
の
魅
力

・
国
際
平
和
の
貢
献
、
災
害
派
遣

な
ど
や
り
が
い
の
あ
る
職
域
で

す
。

・
自
衛
官
の
身
分
は
特
別
職
国
家

公
務
員
で
あ
り
、
我
が
国
の
平

和
と
独
立
を
守
る
と
い
う
特
殊

な
任
務
に
つ
い
て
い
る
こ
と
か

ら
、
一
般
公
務
員
に
比
べ
手
当

が
充
実
し
て
い
ま
す
。

・
週
休
二
日
制
、
年
次
・
特
別
休

暇
な
ど
で
余
暇
の
充
実
が
図
ら

れ
ま
す
。

・
一
任
期
満
了
後
継
続
し
て
任
用

さ
れ
た
者
は
、
大
型
特
殊
自
動

車
、
ク
レ
ー
ン
運
転
士
、
情
報

処
理
者
、
簿
記
検
定
等
就
職
に

有
利
な
技
能
訓
練
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

・
東
京
圏
を
は
じ
め
各
地
の
大
学

（
二
部
）、
専
門
学
校
な
ど
に
部

隊
か
ら
通
学
で
き
ま
す
。
ま
た
、

通
信
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

・
任
期
満
了
後
及
び
退
職
後
有
利

な
条
件
で
就
職
で
き
る
よ
う
に

就
職
援
護
制
度
が
あ
り
、
個
人

の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
就
職
先
を

斡
旋
し
て
い
ま
す
。

○
詳
し
い
お
問
い
合
せ
先

・
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　

〒
3
8
0－

0
8
4
6

　

長
野
市
旭
町
一
一
〇
八
番
地

　

長
野
第
二
合
同
庁
舎
内

　

�
0
2
6－

2
3
3－

2
1
0
8

・
自
衛
隊
長
野
地
方
協
力
本
部

　

飯
田
出
張
所

　

〒
3
9
5－

0
0
5
3

　

飯
田
市
大
久
保
町
2
6
3
7－

3

　

飯
田
地
方
合
同
庁
舎

　

�
0
2
6
5－

　

－

2
6
1
3

22
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健康推進室　電話 （直通）33―5125　FAX33―3679

喬木村特定健診の日程

会　場受付時間期　日

第二公民館（富田）午前9：00～午後3：3011月26日（水）

第一公民館（郭）午前8：30～午後3：3011月27日（木）

第一公民館（郭）午前8：30～午後3：3011月28日（金）

みなみ信州JA喬木支所午前9：00～午後3：3012月２日（火）

みなみ信州JA喬木支所午前8：30～午後3：3012月３日（水）

対象者：40～74歳国保被保険者の方
内　容：従来のヘルスの基本コースになります。（血液検査）

なお、心電図・眼底検査については前年度の結果に
基づいて受検できる方が決まっております。希望に
て受けられる方は、全額自己負担となりますのでご
承知おきください。

料　金：基本コース　2,000円
　　　　心電図　300円、眼底　200円

　　　※希望により受けられる方
　　　　心電図　1,470円、眼底　735円

� ����������������������������������


